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介護保険「保険者シート」活用マニュアル

概要編

「令和3年度 老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）介護保険制度の実施状況に係る全体像把
握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究事業」により作成しました。

第１版

（2022年3月31日）



活用マニュアル概要編の目的

介護保険「保険者シート」を、地域の実態把握や地域マネジメントに
活用するために必要な、基本事項を理解することです。

具体的には、下記を目的にしています。

１．介護保険「保険者シートの概要」を知る

２．介護保険の目的と全体像を知る

３．PDCAサイクルと事業評価の基本事項を知る

４．介護保険「保険者シート」の作成と活用できるツールを知る
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本マニュアルの構成

１．介護保険「保険者シート」とは

２．介護保険の目的と全体像 －介護保険基本ロジックモデルー

３．介護保険基本ロジックモデルと介護保険「保険者シート」

４．地域マネジメント ーPDCAサイクルと事業評価の基本事項－

５．介護保険「保険者シート」の作成と活用できるツール
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１．介護保険「保険者シート」とは



介護保険「保険者シート」とは

 A4版1枚裏表に、介護保険事業に関わる基本
データを収載し、保険者の介護保険事業運用
状況の全体像が簡便に把握できるシート。

 既存の保険者が保有するデータと、公開データ
を利用して毎年作成している。

 平成27年に「大都市における地域包括ケアをつ
くる政策研究会」（座長：新田國夫）において開
発され、首都圏を中心とした自治体から活用が
はじまり、医療・看護・介護の課題分析と、地域
包括ケア政策への提言を行うため、検討と普及
が重ねられた。

 令和元年度からは、収載する指標の見直し、
データの精緻化とデータベース化、活用マニュ
アルの開発、研修プログラムの開発を行い、全
国保険者への普及や、データの一般公開を
行っている。（一部、厚生労働省老人保健健康
増進等事業として実施。）
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※ 詳細は介護保険「保険者シート」ホームページ https://hokenja-sheet.jp/about/



介護保険「保険者シート」の基本コンセプト

介護保険「保険者シート」は下記をコンセプトとして開発されました。

（１）公表データから作成するものであること。
（２）既存のデータを利用して、簡単に作成できること。
（３）時系列の分析が可能であること。
（４）地域間比較が可能であること。
（５）保険者の位置が分かること。
（６）保険者の進むべき方向が分かること。
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※出典：大都市における地域包括ケアをつくる政策研究会（2018）介護保険「保険者シート」（平成27年度版）調査報告書
http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/link/201711daitoshi_hokenjya



介護保険「保険者シート」の構成
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地域属性

要介護認定率
認知症高齢者

総合事業対象者

自立・要支援者の
健康・生活

要介護者の健康・生活

要介護認定率

一般介護予防事業

地域支援事業 決算額

決算額

介護保険
料

介護保険料

介護給付サービス

所得状況（保険料段階）

介護給付サービス

人口・高齢化率

医療サービス・資源 介護給付サービス

介護予防・日常生活支
援サービス

平均寿命・健康寿命

自宅死・老人ホーム死

事業成果・介護保険料 サービス量・資源 事業実施 事業費 地域特性



介護保険「保険者シート」で何ができるのか
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介護保険事業が複雑化し（総合事業、医療介護連携、
生活支援等） 、一人の担当者が担う業務が細分化さ
れている

自治体の課題 保険者シートを使うことで

介護保険事業全体のポイントをつかみ、説明することができる

健康づくりや地域づくり、地域福祉、地域共生、住宅
施策、医療施策など、様々な隣接分野があり、連携し
た取組が必要

部署間連携の題材として、目的を共有するとともに、相互の理
解を深め、より効果的・効率的な事業運営を行うきっかけとでき
る

介護保険事業のPDCAサイクル、適正な評価の実施

PDCAサイクルに必要な数字を集めることができる
介護保険事業全体の構造（ロジックモデル）を理解し、適切な
指標を考えることができる
介護保険事業のポイントとなる項目を時系列比較することによ
り、事業実施の効果を把握することができる

今後、地域の高齢化、人口減少等を踏まえた取組の
方向性が不明

各地域において不足している取組や、地域の実情に応じて今
後必要な取組を把握することができる

介護保険の目的や、各事業が何のために実施してい
るのか、事業間の関連がわからない。

介護保険事業全体の構造（ロジックモデル）を理解し、自分の
事業の位置づけ等を知ることができる

市町村ごとの特性を踏まえた事業の実施 地域間比較により、自らの市町村の特性・課題を理解できる



介護保険「保険者シート」を活用して様々部署や関係者と協働できる
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地域包括支援センター（委託）

認知症地域支援推進員

在宅医療・介護連携に関わる
コーディネーター

生活支援コーディネーター

国保・年金交通

まちづくり市民協働健康増進

生涯学習

高齢者福祉（一般財源による）
まちづくり協議会など

自治会

消防

警察

介
護
保
険

高
齢
者
福
祉

役
所
内
関
係
部
署

給付事業（介護給付・予防給付）

事業所指定

介護認定

介護保険事業計画

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

地域包括支援センター
（地域ケア会議）

在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域支援事業

役所外 ①
②

③

地域包括ケア（地域支援事業）担当 介護保険事業（支援）計画担当在宅医療担当

都道府県庁
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２．介護保険の目的と全体像

―介護保険基本ロジックモデルー



介護保険の全体像をロジックモデルで表す

ロジックモデル：投入・活動・結果・成果の論理構造図
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投入

(インプッ
ト)

活動

(アクティ
ビティ)

結果

(アウト
プット)

成果
（初期ア
ウトカ
ム）

こうしたら こうなった

効果
（インパクト）

成果
（中間ア
ウトカ
ム）

成果
（最終ア
ウトカ
ム）

図：W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と方法、をもとに作成

働きかける主体に起こること≒手段

＝介護保険事業として保険者・自治
体が実施すること

働きかけた相手に起こること≒目的

＝地域のサービス・支援体制や地域
住民に起こること



介護保険の目的

介護保険法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する

疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及
び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に
基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な
事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
ことを目的とする。
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出典：介護保険法

介護保険で最終的に目指す姿＝尊厳（＝本人の主観的な部分も含む）と自立した日常生活



介護保険の方向性

介護保険法
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状
態等」という。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ
るとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応
じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われ
なければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるように配慮されなければならない。
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出典：介護保険法

①介護予防と重度化防止

③居宅における日常生活

②適切なサービス



介護保険事業として実施すること
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出典：厚生労働省資料



保険給付と地域支援事業の違い
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• 事業者 自由参入（指定）

• 基準 国が決める

• 単価 国が決める

• 量 限度額内で利用者が決定

• 財政 決算主義

【給付】

• 事業者 直営、委託、補助

• 基準 市町村が決める

• 単価 市町村が決める

• 量 市町村が決める

• 財政 予算主義

【地域支援事業】
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

介護給付と
地域支援事

業など

介護給付と
地域支援事
業（など）の

決算額

地域のサービス提供体
制・支援体制の目標：１
６分野がそれぞれのア

ウトカムに関連

最終目標を
達成するた
めに、介護
保険での目
標：３分野

最終目標：１つ

※介護保険だ
けではなく、医
療や保健など
様々な分野で
達成される
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

どの市町村・保険者においても、
年度が経過してもほぼ共通

市町村・保険者の実情や持ちうる資源、その時代で解決すべき
課題によって変化
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

（予算）

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「居宅での生活継続」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

B２．介護予防・重度化防止

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

A１．被保険者のQOL

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

介護給付費適正化事業（予算）

自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

C１３．給付適正

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「介護予防・重度化防止」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

A１．被保険者のQOL

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「制度の信頼と持続可能性」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

ご自身の担当業務が全体の中でどこに位置づいているのか、
「A目指す姿」にどうつながるのか、
目的を共有する関連する業務は何があるのか、
把握しながら、事業実施・評価・計画・見直し（＝PDCA）に取り組むことが重要。
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３．介護保険基本ロジックモデルと

介護保険「保険者シート」



指標＝成果を測定するモノサシ

24

アウトカム（成果）測るための物差し

１）アウトカム指標（成果指標）＝O（Outcome）
住民の健康状態や、患者の状態を測る指標

２）プロセス指標（過程指標） ＝P（Process）
実際にサービスを提供する主体の活動や、
他機関との連携体制を測る指標

３）ストラクチャー指標（構造指標）＝S（Structure）
医療サービスを提供する物的資源、人的資源、
および組織体制、外部環境、対象となる母集団を
測る指標

注：定義は、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体
制について」（医政地発0331第3号 2017年3月31日）



成果を測定するモノサシ＝指標の例

25

自立・要支援の
高齢者が生きが
い・役割を持ち
自立した生活が
できている。

高齢者が運動
機能の維持向
上ができてい

る。

地域でリハ
職による運
動機能改善
プログラム
を提供する
場を増やす。

最終成果
（最終アウトカム）

中間成果
（中間アウトカム）

活動・結果
（アクティビ
ティ・アウト
プット）

事
業
費

投入
（インプッ
ト）

・主観的幸福感（O）
・主観的健康観（O）

・運動機能低下リスク者の
割合（O）

・転倒リスク者の割合（O）

・リハ職を派遣したプロ
グラムの実施回数
・参加した高齢者数

・●●円

アウトカムを明確にした上で、その状態を把
握・測定するために適切な指標を設定する。
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・
医療を要する者が）
尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自
立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用
※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保
険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給
付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制
整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性
自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行

われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介護
予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所
リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

保険料構造

22・23・43

24・32・44

30・15・20・
42・18・26・

19

36・39・33・
41

35・25

24

25

25・44

25・27

26

31

26

32

27

27

27

26

27

26

26

26

35・25

41

25

25

25

41

41

41

41

41

41

41

41

25

25

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

保険者シートから得られ
る指標と№



介護保険基本ロジックモデルと介護保険「保険者シート」
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1. 介護保険「保険者シート」は、介護保険の「成果」を測る指標から、
事業実施、投入資源まで、介護保険基本ロジックモデルの全体に
わたり、基本的な指標が網羅的に収載されている。

→ ・介護保険「保険者シート」１枚で、ほぼ全体像が把握できる。
・投入資源、事業実施、成果の関連を検討（事業評価）できる。

2. 特に、どの保険者・市町村でも、年度が経過しても共通する、
「最終アウトカム」「中間アウトカム」の指標が収載されている。

→ ・地域間比較や時系列比較ができる。
・事業評価において重要な「成果」が把握できる。

3．保険料構造や決算額など財政部分の指標が収載されている。



「居宅での生活継続」に関わる指標とデータを見る順序

28

地域属性

B2介護予防・重度化防止

B2介護予防・重度化防止

B1居宅での生活継続

B2介護予防・重度化防止

事業実施

事業実施 投入資源

投入資源

C1介護サービスの基盤整備

地域の経済状況（保険料段階）

人口の高齢化
世帯

C2医療・介護連携

C1介護サービスの基盤整備

C3住まいの確保
C4家族介護負担

C7認知症

C10生活支援

A1被保険者のQOL

B1居宅での生活継続

A1被保険者のQOL

B1家族介護負担

B3制度の持続
可能性

B3制度の持続可能性

C11社会参加

C11介護予防・健康づくり

C1介護サービスの基盤整備
（B1居宅での生活継続）

①

①

③

②

③

④
⑤

②②

③
③



「介護予防・重度化防止」に関わる指標とデータを見る順序
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地域属性

B2介護予防・重度化防止

B2介護予防・重度化防止

B1居宅での生活継続

B2介護予防・重度化防止

事業実施

事業実施 投入資源

投入資源

C1介護サービスの基盤整備

地域の経済状況（保険料段階）

人口の高齢化
世帯

C2医療・介護連携

C1介護サービスの基盤整備

C3住まいの確保
C4家族介護負担

C7認知症

C10生活支援

A1被保険者のQOL

B1居宅での生活継続

A1被保険者のQOL

C4家族介護負担

B3制度の持続
可能性

B3制度の持続可能性

C11社会参加

C11介護予防・健康づくり

C1介護サービスの基盤整備
（B1居宅での生活継続）

①

①

③

②

②

③

③

④

④

④

⑤

②



「制度の持続可能性」に関わる指標とデータを見る順序
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地域属性

B2介護予防・重度化防止

B2介護予防・重度化防止

B1居宅での生活継続

B2介護予防・重度化防止

事業実施

事業実施 投入資源

投入資源

C1介護サービスの基盤整備

地域の経済状況（保険料段階）

人口の高齢化
世帯

C2医療・介護連携

C1介護サービスの基盤整備

C3住まいの確保
C4家族介護負担

C7認知症

C10生活支援

A1被保険者のQOL

B1居宅での生活継続

A1被保険者のQOL

C4家族介護負担

B3制度の持続
可能性

B3制度の持続可能性

C11社会参加

C11介護予防・健康づくり

C1介護サービスの基盤整備
（B1居宅での生活継続）

①

①

③

②

③

③

④

⑤

②③
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４．PDCAサイクルと事業評価の基本事項



PDCAサイクルは「C＝評価」がカギ

32

Plan

Do

Check

Action

＜実行＞

計画した取組みを実施
する。

＜評価＞

取組みによって目指す姿や目標が達成されたか、取組み
の価値を判断する。

＜改善＞

評価の結果に基づき、
取組みを改善する。

＜計画＞

目指す姿とそれを実現するための
目標、必要な取組みの明確化し共
有する。

取組みによる成果（アウトカ
ム）の達成が評価されない

と改善につながらない



事業評価（プログラム評価）
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図：W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と方法、をもとに作成

評価の階層性
事業評価には階層性がある。

→インパクト評価を実施するには、ロ

ジックモデルによって、セオリー評価
を実施する。

インパクト評価をPDCAサ
イクルのCで実施する



事業評価の例
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自立・要支援の
高齢者が生きが
い・役割を持ち
自立した生活が
できている。

高齢者が運動
機能の維持向
上ができてい

る。

地域でリハ
職による運
動機能改善
プログラム
を提供する
場を増やす。

最終成果
（最終アウトカム）

中間成果
（中間アウトカム）

活動・結果
（アクティビティ・
アウトプット）

事
業
費

投入
（インプッ
ト）

①成果（目的・目標）を達成するために妥当な取組みだったか？（セオリー評価）

③効果はあったか？（インパクト評価）

②計画通りに実行したか？（プロセス評価）

④効果は費用に見合っていたか？
（コストパフォーマンス評価）

アウトカムに指標を設定して測定し、
事業実施との関連を評価する

図：地域医療計画評価ネットワーク「評価・改訂マニュアル」の図をもとに作成
https://sites.google.com/view/rhplanet/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0
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５．介護保険「保険者シート」の作成と活用できるツール



介護保険「保険者シート」の作成とツール
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市区町村・保
険者単位で
データを突合し
格納

・国勢調査・人口動態統計（総務省）
・市区町村生命表の概況（厚生労働省）

・人口動態調査（厚生労働省）
・日本の地域別将来推計人口

（国立社会保障人口問題研究所）
・市町村類型（総務省） ・団体コード（総務省）

・地域包括ケア「見える化」システム（厚生労働省）
・在宅医療にかかる地域別データ集（厚生労働省）

・医療施設（動態）調査（厚生労働省）
・医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）

・認知症サポーター
（全国キャラバンメイト連絡協議会）

・介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事
業）の実施状況（厚生労働省）

・介護保険事業状況報告月報・年報（厚生労働省）
・介護保険料（厚生労働省）

公開データ

保険者保有データ

市町村・保険者が毎年Webサイトからデータ
を登録

※登録する項目は年度によって変わります

保険者シートデータベース

• 地域支援事業の実施状況・決算額
• 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護

実態調査 集計結果
• 介護保険料算定時の推計値 など

保険者シートWebサイト（https://hokenja-sheet.jp/）からダウンロード

14データソース
約201項目

約155項目

事務局が毎年４月～９月頃収集

•国・都道府県・保険者・市町村ごとに、毎年作成
（PDF）
•各自治体・保険者の実態把握、経年比較に有効
•会議資料、庁内外への説明資料、介護保険事業計
画掲載資料等にそのまま利用可

保険者シートデータセット

データ可視化ツール

0001 0002 0003 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0702 0703 0704 0801 0802 0803

市区町村/広域連合・組合名 県名 年度
団体

コード
広域連合名

市町村

類型

地域区

分(級

地)

日常

生活

圏域

数

人口集中地区の

居住者割合
人口総数

65歳以上

人口

75歳以上

人口

85歳以上

人口

第1号被保

険者数

65歳以上

75歳未満

の第1号被

保険者数

75歳以上

85歳未満

の第1号被

保険者数

札幌市 北海道 平成30年 01100 1 7級地 97.271 1,955,457 521,841 249,631 80,042 522,732 271,501 170,405

函館市 北海道 平成30年 01202 2 その他 86.280 258,948 89,577 45,596 14,740 89,494 43,621 30,869

小樽市 北海道 平成30年 01203 Ⅲ－３ その他 86.016 116,529 46,300 24,108 8,018 46,417 21,947 16,183

旭川市 北海道 平成30年 01204 2 その他 11 92.361 337,392 111,051 55,993 17,958 111,058 54,646 38,202

室蘭市 北海道 平成30年 01205 Ⅱ－３ その他 78.661 84,405 31,172 16,447 4,879 31,353 14,621 11,677

釧路市 北海道 平成30年 01206 Ⅳ－３ その他 89.327 170,364 55,807 27,640 8,210 55,923 28,034 19,480

帯広市 北海道 平成30年 01207 Ⅳ－１ その他 89.288 166,889 47,515 23,766 7,402 47,655 23,730 16,369

北見市 北海道 平成30年 01208 Ⅲ－１ その他 66.780 117,806 38,326 19,383 6,333 38,360 18,871 13,099

夕張市 北海道 平成30年 01209 Ⅰ－１ その他 0.000 8,087 4,130 2,464 836 4,150 1,639 1,632

岩見沢市 北海道 平成30年 01210 Ⅱ－１ その他 57.469 81,778 28,518 14,796 4,901 28,579 13,620 9,894

網走市 北海道 平成30年 01211 Ⅰ－１ その他 69.778 35,704 11,089 5,472 1,770 11,188 5,629 3,718

留萌市 北海道 平成30年 01212 Ⅰ－３ その他 77.661 21,310 7,726 4,026 1,224 7,796 3,693 2,832

苫小牧市 北海道 平成30年 01213 Ⅳ－３ その他 7 82.407 171,811 48,603 22,477 6,859 48,755 26,003 15,743

稚内市 北海道 平成30年 01214 Ⅰ－１ その他 81.209 34,249 10,947 5,355 1,511 11,068 5,577 3,896

美唄市 北海道 平成30年 01215 Ⅰ－１ その他 46.290 21,602 8,938 4,854 1,678 8,948 4,040 3,171

芦別市 北海道 平成30年 01216 Ⅰ－１ その他 48.624 13,635 6,232 3,484 1,183 6,281 2,719 2,336

江別市 北海道 平成30年 01217 Ⅲ－３ その他 90.663 118,985 35,519 17,301 5,530 35,754 18,243 11,845

赤平市 北海道 平成30年 01218 Ⅰ－３ その他 0.000 10,186 4,729 2,612 840 4,701 2,062 1,757

紋別市 北海道 平成30年 01219 Ⅰ－１ その他 68.467 22,044 7,829 4,074 1,263 7,841 3,708 2,822

士別市 北海道 平成30年 01220 Ⅰ－１ その他 58.486 18,965 7,441 4,111 1,396 7,586 3,325 2,758

名寄市 北海道 平成30年 01221 Ⅰ－１ その他 64.992 27,582 8,828 4,674 1,568 8,994 4,123 3,189

三笠市 北海道 平成30年 01222 Ⅰ－３ その他 0.000 8,562 3,959 2,357 826 3,988 1,601 1,542

根室市 北海道 平成30年 01223 Ⅰ－１ その他 57.625 25,953 8,659 4,484 1,260 8,680 4,138 3,250

千歳市 北海道 平成30年 01224 Ⅱ－３ その他 83.715 97,061 21,941 10,295 3,024 22,158 11,638 7,368

滝川市 北海道 平成30年 01225 Ⅰ－３ その他 70.334 40,365 13,771 7,117 2,206 13,788 6,605 4,941

砂川市 北海道 平成30年 01226 Ⅰ－３ その他 50.328 17,137 6,466 3,565 1,176 6,440 2,837 2,383

H30

R1

R2

• 保険者シートデータをExcelファイル１シートに表示
• 都道府県単位/年度単位でダウンロードデータを選択可
• 目的や関心に合わせて、自由に集計・分析・加工が可能
• 統計ソフト等へのインポート可

行：国・都道府県・市町村・保険者
列：保険者シート項目

•地域間比較、時系列比較できるグラフを用意
•都道府県・人口規模・高齢化率で比較地域を
容易に選択。地域の特徴がより明確に。
•グラフはダウンロードし、資料等にそのまま利
用可

比較ツール

国・都道府県の値（基準）と１保険者・市町村のデータを比較
自地域の保険者シートデータ（全体像）の高・低が一見して判断できる

「見える化」システムからのデータを取
り込むことで155項目→最少96項目に

主に研究者向け



保険者シートホームページ
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URL： https://hokenja-sheet.jp/

保険者シートデータ登録・保険者
シート・データセットダウンロード

比較ツール
データ可視化ツール

自治体研修紹介と実績
各地の取組み、研究成果など

介護保険「保険者シート」



介護保険「保険者シート」データの公開範囲

38

出力対象

データ公開範囲 公開

国・都道府

県・他市町

村のみ

非公開 公開

国・都道府

県・他市町

村のみ

非公開

市区町村・広域連合

アカウント
〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

国・都道府県

アカウント
〇 〇 × 〇

一般アカウント 〇 × × 〇

〇：出力される　×：出力されない　

保険者が登録するデータ

自団体のデータ 他団体のデータ 事務局が公開

データから登録

するデータ

下記の場合はデータが空欄
• 公開データで、データセットダウンロード時点で未公開の場合。
• 保険者入力のデータで、保険者がデータを登録していない、もしくは、登録を完了してない場合。
• 保険者入力のデータで、保険者がデータ公開範囲を「公開」以外に設定している場合。
• 保険者入力のデータで、回答不要、非該当の場合。



可視化ツールの地域間比較

 保険者（市町村）が、
・全国（＝全国平均）、都道府県（＝都道府県平均）
・地域（＝同じ都道府県内や周辺地域）
・同じ条件の地域（人口構造の特徴、財政的特徴、人口規模×産業構造、人口密度）

と比較した時の、相対的な位置や特徴が分かる

39

成果（住民・地域資源の状態）
・住民の健康・生活
・高齢者の状態別の健康・生活
・保険料必要額
・介護・医療サービス提供量

事業実施状況
・地域支援事業
・介護保険給付

投入資源
・地域支援事業
・介護保険給付

全国
（全国
平均）

地域
（都道府
県・周辺
地域）

人口
構造
（高齢
化率）

人口規模
×産業構

造
（市町村類

型）

各マスを可視化



可視化ツールで比較する地域を選択する
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都道府県

人口の高齢化率
65歳以上人口
75歳以上人口
85歳以上人口

市町村類型

一般市・町村
の産業構造

政令市・中核
市・特例市・
特別区と、一
般市・町村の

人口規模

選
択
し
た
地
域
内
で
の
比
較
が
で
き
る

同じ指標内の詳細についてバランスが把握できる

地域差に影響する要因でソート→自治体担当者が比
較すべき対象（同質の地域）が簡単に選択できる。



データセットのダウンロード
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年度選択

都道府県
選択

出典情報
（データ項目
も選択可）

アカウント登録後 マイページにアクセス



利用するにはアカウント登録が必要です
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URL： https://hokenja-sheet.jp/

介護保険「保険者シート」

アカウント登録に必要な
認証キーは事務局にお

問合せください。


